
令和５年度南砺市空家等対策協議会次第 

 

日時：令和５年10月 31日（火） 

午後２時から 

場所：南砺市役所302会議室 

 

１．開会 

 

 

２．市長あいさつ 

 

 

３．報告事項 

（１）令和４年度事業報告について                    Ｐ2  

 

（２）令和５年度の取り組みについて                    Ｐ5  

 

（３）空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴う南砺 

市空き家等の適正管理に関する条例の改正（案）について     Ｐ7 

 

 

４．その他 

 

 

５．閉会 
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   令和５年４月１日現在 

No. 役職 氏 名 法に基づく役職 

1   南砺市空家等対策協議会会長   田中 幹夫   市長 

2   顧問弁護士   林 衛   法務 

3   大学准教授   横山 天心   学識経験者 

4   市議会議員   古軸 裕一   市議会議員 

5   南砺市地域づくり協議会連合会   南田 実   地域住民 

6   富山県建築士会   藤井 一彦   建築 

7   富山県宅地建物取引業協会   神能 公典   不動産 

8   公募委員   清部 一夫   地域住民 

9   公募委員   吉村 華子   地域住民 

10   公募委員   石田 香楠子   地域住民 

   （順不同、敬称略） 
    
 事務局   

 市民協働部 岩本 真佐美 部長 
 市民協働部南砺で暮らしません課 大浦 幸恵 課長 
 市民協働部南砺で暮らしません課 遊部 晶子 係長 
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（１）令和４年度事業報告について 
 ①空き家の除却に関する施策（南砺市老朽危険空家等除却支援事業） 

 年度 件数（件） 
令和３年度 6 

令和４年度 36 

《補助対象》 

・老朽度判定基準で100点以上の評点である空き家  補助率1/2（上限50万円） 

・昭和56年５月31日以前の木造家屋等のうち、 

今後の利用流通の見込まれないもの       補助率1/3（上限30万円） 

 
②空き家等の利用に関する施策 

②-１南砺市空き家情報発信事業（南砺市空き家バンク） 

年度 売買（件） 賃貸（件） どちらも（件） 計 

令和３年度 58 

35 

6 

0 

1 

- 

65 

35 

令和４年度 78 

43 

9 

3 

1 

- 

88 

46 

上段：登録実績、下段：成約実績 
 
②-２南砺市空き家バンク活用促進事業補助金 

年度 

所有者 利用者 

計 ①促進 ②片付け ③ 

登録 

改修 

④改修 

売却 賃貸 小計 売却 賃貸 小計 購入 賃貸 小計 

令和３年度 35 0 35 25 4 29 3 12 3 15 82 

令和４年度 43 3 46 33 2 35 4 30 1 31 116 

《補助対象》 
対象 補助金 補助率 限度額 

所
有
者 

① 
住宅売却促進補助金 売買代金の10分の1 10万円 

賃貸借促進補助金 年間家賃の5分の1 5万円 

② 住宅片付け補助金 家財道具等の処分に要した経費の2分の1 10万円 

③ 登録促進改修等補助金 
空き家バンクに登録する目的で、水回り等

の改修に要した経費の2分の1 
50万円 

利
用
者 

④ 
購入住宅改修等補助金 
または 
賃貸住宅改修等補助金 

増築、改修等の経費の2分の1 

（市内業者利用） 
100万円 

増築、改修等の経費の5分の１ 

（市外業者利用） 
50万円 

●報告事項 
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②-３定住奨励金（中古住宅分） 

年度 転入奨励金（件） 持家奨励金（件） 計（件） 

令和３年度 17 14 31 

令和４年度 22 19 41 

《補助対象》 

条件 対象 支援額 

転入奨励金 

南砺市外に５年以上住所登録があった方

で市へ転入届をした日から起算して前後

３年以内に新たに住宅を取得したもの 

中古 60万円＋家族加算※ 

※1人５万円（申請者を除く） 

持ち家奨励金 

南砺市民の方または市外での住所登録が

５年未満の方が転入届をした日から起算

して３年以内に住所を定めた方 

中古 30万円 

 

②-４空き家・空き店舗利用促進事業補助金（資料：南砺市商工企業立地課） 

 空き家・空き

店舗再生事業 
経営補助事業（店舗借上） 利子補給事業 
継続分 新規 継続分 新規 

令和３年度 4 1 2 0 1 

令和４年度 4 3 1 1 0 

《補助対象》 

事業名 補助内容 補助額 補助率 

空き家・空き店舗再生事業 改修費、設備設置費、

販売促進費 200万円まで １／２ 

経営補助事業（店舗借上） 賃貸料 月2.5万円まで 
（最長３年） １／２ 

利子補給事業 開業に係る融資額の支払

い利子 
30万円まで 

（３年間の累計） １／２ 

 

②-５南砺にすんでみられ事業（体験ハウス） 

年度 利用件数（件） 

令和３年度 8 

令和４年度 29 

 

②-６金沢大学五箇山セミナーハウス 

年度 利用件数（人） 

令和３年度 0 

令和４年度 122 

 

  

太美山体験ハウス 
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③空き家未然防止のための活動 

③-１南砺市空き家フォーラムの開催 

年度 開催日 参加者（人） 

令和３年度 10月９日（土） 64 

令和４年度 10月９日（日） 53 

 

③-２南砺市空き家の相談会 

年度 開催日 参加者（件） 

令和４年度 

８月13日（土） 8 

10月９日（日） 13 

12月 10日（土） 7 

２月４日（土） 5 

合計 33 
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（２）令和５年度の取り組みについて 

 ①空き家の除却に関する施策（南砺市老朽危険空家等除却支援事業） 
年度 件数（件） 

令和５年度（４～９月） 33 

 
②空き家等の利用に関する施策 

②-１南砺市空き家情報発信事業（南砺市空き家バンク） 

年度 売買（件） 賃貸（件） どちらも（件） 計 
令和５年度 
（４～９月） 

 29 

21 

5 

0 

0 

- 

34 

21 

上段：登録実績、下段：成約実績 
 
②-２南砺市空き家バンク活用促進事業補助金 

年度 

所有者 利用者 仲介業者 

計 ①促進 ②成立 ③ 

登録 

改修 

④改修 ⑥報奨金 

売却 賃貸 小計 売却 賃貸 小計 購入 賃貸 

令和５年度 

（４～９月）
10 0 10 21 0 21 1（旧） 13 2 47 

《補助対象》※令和５年改正 

対象 補助金 補助率 限度額 

所

有

者 

① 登録促進補助金 
家財道具等の処分に要した経費の2分の1 10万円 

建物診断及び簡易な補修に要した経費の2分の1 10万円 

② 
売却成立補助金 売買代金の10分の1 10万円 

賃貸借成立補助金 年間家賃の5分の1 5万円 

③ 
賃貸物件登録改修

補助金 
空き家バンクに賃貸物件として登録する物件の

増築、改修に要した経費の2分の1 
100万円 

利

用

者 

④ 
購入住宅改修等補

助金 

増築、改修等の経費の2分の1 

（市内業者利用） 
100万円 

増築、改修等の経費の5分の1 

（市外業者利用） 
50万円 

⑤ 家賃補助金 1年間の賃貸料相当額の2分の1 24万円 

業 
者 

⑥ 賃貸借仲介報奨金 ― 5万円 
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②-３定住奨励金（中古住宅分） 

年度 転入奨励金（件） 持家奨励金（件） 計（件） 

令和５年度（４～９月） 14 11 25 

《補助対象》※令和５年改正 

条件 対象 支援額 

転入奨励金 

南砺市外に５年以上住所登録があった方

で市へ転入届をした日から起算して前後

３年以内に新たに住宅を取得した方 中古 購入価格の10分の1 

（上限60万円） 

持ち家奨励金 

南砺市民の方または市外での住所登録が

５年未満の方が転入届をした日から起算

して３年以内に住所を定めた方 

 

②-４空き家・空き店舗利用促進事業補助金（資料：南砺市商工企業立地課） 

 空き家・空き

店舗再生事業 
経営補助事業（店舗借上） 利子補給事業 

継続分 新規 継続分 新規 
令和５年度 
（４～９月） 4 4 2 1 3 

 

②-５南砺にすんでみられ事業（体験ハウス） 

年度 利用件数（件） 

令和５年度（４～９月） 19 

 

②-６金沢大学五箇山セミナーハウス 

年度 利用件数（人） 

令和５年度（４～９月） 64 

 

③空き家未然防止のための活動 

③-１南砺市空き家セミナーの開催 

年度 開催日 参加者（人） 

令和５年度 10月 14日（土） 67 

 

③-２南砺市空き家の相談会 

年度 開催日 参加者（件） 

令和５年度 

６月10日（土） 10 

８月５日（土） 14 

10月 14日（土） 25 

２月４日（土） ― 
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○居住目的のない空家は、この20年で1.9倍、今後も増加。
（1998年）182万戸→（2018年）349万戸→（2030年見込み）470万戸

○除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の
有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要。

（例）中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等

・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進

⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化

⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化

・ 市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請

（詳細は３．③後掲）

・ 市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定

・ 所有者等への普及啓発、市区町村※から情報提供を受け所有者との相談対応
※事前に所有者同意

・ 市区町村長に財産管理制度の利用を提案

１．活用拡大

・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家（管理不全空家）に対し、
管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告

・ 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例（1/6等に減額）
を解除

・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請

２．管理の確保

窓が割れた
管理不全空家

【目標・効果】
①空家等活用促進区域の指定数： 施行後５年間で100区域
②空家等管理活用支援法人の指定数：施行後５年間で120法人
③市区町村の取組により管理や除却等された管理不全空家及び特定空家数：施行後５年間で15万物件

・ 市区町村長に報告徴収権（勧告等を円滑化）

・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設

・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収

（管理不全空家、特定空家等）

・ 市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応
※所有者に代わり財産を管理・処分。 （注）民法上は利害関係人のみ請求可

３．特定空家の除却等

緊急代執⾏を要する
崩落しかけた屋根

＜状態＞

【良】

【悪】

※周囲に著しい悪影響を及ぼす空家

・（現行の「適切な管理の努力義務」に加え、）国、自治体の施策に協力する努力義務

令和５年６月１４日公布
公布の日から６か月以内に施行

（３）空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴う南砺市空き家等の適正管理に関する
　　　条例の改正（案）について
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南砺市空き家等の適正管理に関する条例の改正について 

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下、

「法」という。)」と現行の条例を比較し、空家法に基づき改正すべき点 

 

①法第２条第２項に規定する「特定空家等」の追加 

②法第８条第１項に規定する「協議会」（南砺市空家等対策協議会）の追加 

③法第３章関係、管理不全空家等の管理に関する措置の追加 等 

 

条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

 

- 8 -



第４章 具体的な施策 

- 55 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空き家である 
（人の出入りなし） 

管理不全 

危険な状態を回避する必要なし 

適正に管理されていない空き家を 

市民や空き家等地域対策推進員が発見 
空き家調査 

受付（情報提供書に記載） 

空き家データベースへの登録 

空き家実態調査 

使用実態 

管理の実態 

危険の切迫性 

図 45 管理不全な空家等に対する対応フロー 

略式代執行 

命 令 

立入調査 

特定空家等の認定 

助言・指導 

市へ通報 

勧 告 

費用徴収 

行政代執行 

所有者等を 
確知できない 

場合 

住宅用地に対する固
定資産税の課税標準
の特例からの除外 

空き家である 
（人の出入りあり） 

適正管理 

危険な状態を回避 
する必要あり 

南砺市空き家バンク

への登録の働きかけ 

（空家特措法・空き家条例対象

意見聴取 

意見聴取 

意見聴取 

意見聴取 

所有者等を確知できる場合

：市条例に基づく措置等 

：空家特措法に基づく措置等 

公 表 

緊急安全措置 

 

 

南

砺

市

空

き

家

等

対

策

審

議

会 

南砺市空家等対策計画【改訂版】から抜粋
参考

参考
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                   参考 

南砺市特定空家等の状況 

 

１．認定数  平成 31 年度７件、令和２年度７件、令和３年度４件 計 18 件 

 

２．除却済  18 件のうち８件 

内訳：令和２年度２件、令和３年度３件、令和４年度１件、令和５年度２件 

 

３．自然倒壊 １件 

 

４．現存する特定空家等 

 

番号 認定年度 所在地 種類 

１ 平成 31 年度 南砺市城端 非住宅 

２ 令和２年度 南砺市松島 住宅 

３ 令和２年度 南砺市戸板桑畑 住宅 

４ 令和２年度 南砺市山見 住宅 

５ 令和２年度 南砺市梅原 住宅 

６ 令和２年度 南砺市利賀村入谷 住宅 

７ 令和３年度 南砺市小来栖 住宅 

８ 令和３年度 南砺市福光 住宅 

９ 令和３年度 南砺市人母 住宅 

 

５．令和５年度の取り組み 

 

特定空家等の認定に係る調査業務委託 ８件 

南砺市空き家等対策審議会 令和５年１１月２０日（月）開催予定 
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